
「北九州市面会交流支援事業」の概要 

 
 １ 事業の目的・趣旨  

   面会交流とは、離婚や別居により親と離れて暮らす子どもが、定期的に親と会って話

をしたり、一緒に遊んだりして交流することをいう。 

   面会交流は、子が別居している親の愛情を知るとともに、養育費の支払いにつながる

ことから、子の健やかな育ちを確保する上で有意義である一方、離婚に伴う父母間の不

信感等の理由により、父母のみで面会交流を行うことが困難な場合がある。 

   このため、市が第三者（支援者）として、中立的な立場から、面会時の付添いや連絡

調整等の支援を行うことにより、面会交流の円滑な実施を図る。 

 
 ２ 事業概要 

（１）支援対象者 

   ①対象となる子が概ね１５歳未満（中学生まで） 

   ②子どもと同居している親、または別居している親のいずれか一方が、児童扶養手当

の支給を受けているか、それと同等の所得水準であること。 

   ③子どもと同居している親が市内に居住していること 

   ④過去、本市の面会交流支援事業を利用したことがないこと 

   ⑤面会交流について父母間の合意があること（裁判所の調定調書等が必要） 

（２）委託先 

   ・問い合わせ・申し込み等 

     一般財団法人北九州市母子寡婦福祉会（北九州市立母子・父子福祉センター指定管理者） 

   ・事前相談・面会交流支援 

     ＮＰＯ法人北九州おやこふれあい支援センター 

（３）事業の流れ 

    ※別添パンフレット参照 

（４）利用料 

    原則無料（書類準備費用、交通費、施設設利用料等の実費については利用者負担） 

（５）支援頻度・期間 

    原則月１回。支援期間は最初の面会交流から最長１年間。 

（６）事業開始  

    平成２８年１０月３日 

（７）実績（令和元年９月末時点） 

 
相談 

支援状況 

新規 継続 終了 翌年度へ継続 

平成28年度（10月～） １６件 ２件 ０件 ０件 ２件 

平成 29 年度 １７件 ３件 ２件 ２件 ３件 

平成 30 年度 ２８件 ４件 ２件 ３件 ３件 

令和元年度 １２件 ３件 ３件 １件 － 

計 ７３件 １２件    

 



1 
 

 

Ｈ２８年度「北九州市ひとり親家庭等実態調査」抜粋 

＜養育費・面会交流 関連＞ 

 

Ｑ１）別れた配偶者から養育費を受給しているか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２）養育費の月額はどれくらいか？ 

 Ｈ２８年度調査 Ｈ２３年度調査 増 減 

母子家庭 ４２，７５５円 ４１，６５２円 ＋１，１０３円 

父子家庭 ２５，０９１円 １８，３２５円 ＋６，７６６円 

 

Ｑ３）離婚の際、養育費のことを誰かに相談したか？（母子家庭） 

（単位％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４）離婚の際、養育費の受給について取り決めをしたか？ 
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親族
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参考資料 
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Ｑ５）面会交流を実施しているか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※面会交流と養育費の関係（母子家庭） 
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養育費を受けたことがない 無回答


